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二本松市男女共同参画の推進に関する施策の 

実施状況の公表について 

 

二本松市では、女性も男性も性別にとらわれることなく、自分らしい生き方を自分

の意思で選ぶことが出来る社会を市民の皆さんと一緒に実現していくことを目指し、

令和４年度から令和８年度の５年間を計画期間とする「二本松市男女共同参画基本計

画」を令和４年３月に策定しました。 

 本書は、「二本松市男女共同参画基本計画」に掲げられた各種施策にかかる令和５

年度の実施状況を取りまとめたものであり、「二本松市男女共同参画推進条例」第１

７条の規定に基づき施策の実施状況等について公表するものであります。 

 今後とも関連施策の達成に向けて努力してまいりますので、市民の皆様の積極的な

ご協力をよろしくお願い申し上げます。 

令和６年６月 
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二本松市男女共同参画基本計画の基本的な考え方  

 

１ 目指すべき姿 

個性と人権、多様な生き方を尊重する男女共同参画社会 

  本市では、合併後に「二本松市男女共同参画推進条例」を制定し、性別に関わり

なく一人ひとりがお互いを認め合い、お互いを尊重しながら、個性と能力を十分に

発揮し、誰もが参画できる男女共同参画社会の実現を目指しています。 

 

２ 基本理念 

目指すべき姿「個性と人権、多様な生き方を尊重する男女共同参画社会」を実現

するため基本理念を次の４つとします。前基本計画から掲げてきた基本理念を継承

し、計画を推進していきます。 

１ 性別にかかわりなく人権が尊重される社会 

   多様な性のあり方を認める意識づくりを進め、人権が尊重される社会づくり 

２ 個性と能力を十分に発揮できる多様性に富んだ社会 

   市民一人ひとりの潜在的な可能性を引き出し、個性や能力が十分に発揮できる社会づくり 

３ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現できる社会 

ライフステージに応じた多様で柔軟な働き方や生き方の選択ができる社会づくり 

４ 男女共同参画・女性活躍の推進による持続可能な活力ある社会 

行政・経済・地域など、あらゆる分野において男女が対等な立場で参画できる社会づくり 
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３ 基本目標 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けた意識の向上 

男女共同参画社会について、広く市民の理解・協力が得られるよう、県、市町村などの行政

や多様な団体による広報・啓発を推進し、全市的な取り組みを目指します。 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

男女が共に社会で活躍するため、誰もがその能力を十分に発揮し、生きがいを持って働くこ

とができるよう、各人の価値観を反映した多様なライフスタイルの実現を可能にする環境づ

くりを推進します。 

基本目標Ⅲ 安全・安心で健やかな暮らしの実現 

男女が互いの身体の特性を理解し合い、相手を思いやる意識をもつとともに、健康状態に応

じて的確に自己管理ができるよう啓発を行い、生涯を通じて健康に暮らせるよう、健康づく

りを支援する環境づくりを進めます。 
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４ 男女共同参画基本計画の体系 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

基本方針１ 

男女共同参画意識の普

及・啓発 

基本方針２ 

男女共同参画に関する家

庭・地域での学びと協働

の充実 

基本方針４ 

国際社会における男女共

同参画の推進 

基本方針３ 

男女共同参画の視点に

立った防災対策 

基本目標Ⅰ 

男女共同参画社

会に向けた意識

の向上 

Ⅰ-1-1 男女共同参画意識の普及・啓発の推進 
Ⅰ-1-2 学校教育における社会的性別（ジェンダー） 

にとらわれない男女平等教育の推進 

Ⅰ-2-1 家庭・地域における学習機会の充実 

Ⅰ-2-2 家庭・地域における男女の参画促進と実践 

    の拡大 

Ⅱ-4-1 国際人権規範等の取入れと国際交流・協力の

推進 

Ⅱ-4-2 国際化に対応した暮らしやすい環境づくり 

Ⅲ-3-1 防災分野における男女共同参画の推進 

基本目標Ⅱ 

あらゆる分野におけ

る男女共同参画の推

進 

基本方針１ 

仕事と生活の調和 

基本方針２ 

女性人材の育成と経済的

な地位の向上 

基本方針３ 

意思決定過程における

女性の参画の推進 

Ⅱ-1-1 多様なライフスタイルに対応した就業環境

の整備 

Ⅱ-1-2 育児・介護にかかる社会的支援の拡大 

Ⅱ-1-3 職場における男女平等の実現 

Ⅱ-2-1 あらゆる分野に参画し責任を担うことので

きる女性人材の育成 

Ⅱ-2-2 女性の労働に対する適正な評価と支援 

Ⅱ-2-3 女性の経済的自立の促進 

Ⅱ-3-1 公的分野における女性の参画の促進 

Ⅱ-3-2 企業、団体、地域等における女性の参画の推

進 

基本方針１ 

男女間におけるあらゆる

暴力の根絶 

基本方針２ 

生涯を通じた男女の健康

支援 

Ⅲ-1-1 男女間における暴力の根絶に向けた取り組

みの推進 

 

Ⅲ-2-1 性と生殖に関する健康・権利の増進 

Ⅲ-2-2 生涯を通じた母性の健康保持・増進 

目 標 方 針 方 策 

基本目標Ⅲ 

安全・安心で健やか

な暮らしの実現 
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基本目標Ⅰ 男女共同参画社会に向けた意識の向上 

基本方針１ 男女共同参画意識の普及・啓発 

基本方策⑴ 男女共同参画意識の普及・啓発の推進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

１ 「社会的

性別（ジェ

ンダー）の

視点」の理

解促進 

「社会的性別（ジェンダー）

の視点」や性的少数者（セク

シャル・マイノリティ）、LGBT

について、すべての市民が関

心をもち、理解を深めるよう

に市ウェブサイトへの掲載

により広報・啓発活動を推進

する。あわせて、福島県男女

共生センターが開催する事

業のＰＲを積極的に行い、一

人でも多くの市民の参加を

促すことによって市民の社

会的性別（ジェンダー）意識

を高める。 

【事業計画】 

１ 市ウェブサイトや広報

紙への記事掲載（更新）随時 

２ 福島県男女共生センタ

ー主催事業等のＰＲ随時 

0 １ 市ウェブサイトや広

報紙への記事掲載（更新） 

２ 福島県男女共生セン

ター主催事業等の PR 

0 秘書政策課 

２ 「女性の

権利」広報

（人権） 

市広報紙への記事掲載、啓発

事業等により、女性の権利に

関する法律・制度を広報す

る。 

【事業計画】 

市広報紙等による女性の権

利に関する制度等の啓発 

0  市庁舎へ啓発ポスター

の掲示等をすることによ

り啓発を行った。 

0 生活環境課 

３ 相談窓口

及び救済

機関の情

報提供（人

権） 

女性の差別や権利侵害に対

する相談窓口や救済機関等

の情報を市広報紙等により

提供する。 

【事業計画】 

市広報紙による女性の差別

0  市広報紙や啓発ポスタ

ーにより夫・パートナー

からの暴力やストーカー

など女性の抱える人権問

題に関する電話相談窓口

を周知した。 

0 生活環境課 
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等に関する相談窓口等を案

内 

４ 広報紙の

表現適正

化 

毎月の「広報にほんまつ」の

編集にあたっては、男女共同

参画に配慮した表現等の適

正化の観点から点検を実施

する。 

0 市広報紙や啓発ポスター

により夫・パートナーか

らの暴力やストーカーな

ど女性の抱える人権問題

に関する電話相談窓口を

周知した。 

0 秘書政策課 

 

基本方策⑵ 学校教育における社会的性別（ジェンダー）にとらわれない男女平等教育の推進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

５ 社会的性別

(ジェンダ

ー)にとら

われない男

女平等教育

の推進 

人との交流を通して自分自

身や他の人を見つめ、男女の

平等、自他の敬愛と協力を重

んじ、人権尊重を基盤とした

男女平等とお互いを尊重す

る心を醸成する。 

１ 幼稚園における教育 

２ 小・中学校における教

育・学級活動、保健学習で、

男女の平等、互いを尊重す

る気持ちを育てる学習を

展開する。 

【事業計画】 

１ 幼稚園における教育・

男女仲良く遊ぼうとする

運動遊び、集団  遊びを

実施し、その姿を積極的に

価値付ける。 

２ 小・中学校における教

育・学級活動、保健学習で、

男女の平等、互いを尊重す

る気持ちを育てる学習を

展開する。 

・道徳の時間（道徳科）に

おいて、個性の伸長、男女

平等、相互理解などの心

0 

 

・幼稚園において、男女

の平等、互いの尊重につ

いて積極的に価値付けを

行った。集団遊びでは男

女が仲良く分け隔てなく

遊ぶ姿が見られた。 

・小中学校の道徳科や学

級活動において、男女の

平等や個性の伸長に関す

る授業を計画的に実施す

るとともに、性の側面か

ら人権について考える視 

点を取り入れた授業の実

施に努めた。 

0 

 

学校教育課 



- 7 - 
 

情、態度を育てる指導を展

開する。 

６ 性別にとら

われない進

路指導の推

進 

児童生徒の発達段階や特性

等を十分に考慮し体験活動

等を行い、性別にとらわれな

い職業意識や自立した社会

生活を営む力を育成する。 

１ 小学校から中学校への進

路指導 

２ 中学校から高等学校への

進路指導 

0 ・地域の人材や教育資源

を積極的に活用した授業

を行い、郷土を愛する心

情と態度を養うととも

に、他者を尊重し、敬愛

する心情を養うことに努

めた。 

・職場体験等をとおして、

勤労の意義を体感すると

ともに、男女による勤労

観を養うことに努めた。 

0 学校教育課 

 

基本方針２ 男女共同参画に関する家庭・地域での学びと協働の充実 

基本方策⑴ 家庭・地域における学習機会の充実 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

７ 家庭教育学

級 

・講座の開

催と情報提

供 

男女共同参画の視点に立っ

た家庭のあり方を考える学

習の機会を提供する。 

１ 家庭教育学級・講座の開

催 

２ 男女が共に家事・育児に

参加するための講座の開

設 

３ 市民団体への男女共同参

画社会についての情報提

供 

【事業計画】 

家庭教育学級の開催 

355 男女並びに親子の参加を

促進するため休日にも家

庭教育学級を開催した。 

男女問わず積極的に参加

できるような講座を開設

した。 

115 生涯学習課 

８ 男女共同参

画関連講座

の開催 

公民館が開催する講座の中

で「男女共同参画」に関する

カリキュラムを組んで意識

の醸成を図る。 

【事業計画】 

市民大学セミナー・市民講

2,153 

 

男女問わず積極的に参加

できるような講座を開設

した。 

（市民講座、市民大学セ

ミナー、高齢者学級） 

2,431 生涯学習課 
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座・高齢者学級の講座に男女

問わず積極的に参加できる

ような講座を企画する。 

 

基本方策⑵ 家庭・地域における男女の参画促進と実践の拡大 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

９ 男性の講座

参加促進 

男性の意識改革を図るため、

男女共同参画関連講座への

男性の参加を促進する。 

【事業計画】 

男女問わず積極的に参加で

きるような講座を企画する。 

2,153 

 

男女問わず積極的に参加

できるような講座を開設

した。（市民大学セミナ

ー、市民講座、高齢者学

級） 

2,431 生涯学習課 

10 無償労働に

対する理解

促進 

男女共同参画社会に向けて、

市広報紙等により男女が有

償労働と無償労働を共に担

う必要があることを広報す

る。 

【事業計画】 

市ウェブサイトによる広報 

0 チラシ等の配布を行っ

た。 

0 秘書政策課 

11 男女が共に

参画する能

力アップ実

践講座（家

事） 

男女が共に参画し、家事能力

の向上を図る。 

【事業計画】 

参加を促進するため休日に

も家庭教育学級を開催する。 

355 

 

参加を促進するため休日

にも家庭教育学級を開催

した。 

115 生涯学習課 

12 男女が共に

参画する能

力アップ実

践講座（育

児） 

男女が共に参画し、育児能力

の向上を図るため、乳幼児健

診・健康相談時の集団指導、

個別相談及び事後訪問時の

両親支援を行う。 

12,303 

 

乳幼児健診 53 回 

2 歳児健康相談 18 回 

離乳食ふれあい教室 22

回開催し、集団支援や個

別相談を行った。 

8,202 

 

こども家庭

課 

13 男女がとも

に参画する

能力アップ

の取り組み

（育児） 

男女が共に参画し、育児能力

の向上を図るため、子育てハ

ンドブックの配布や祖父母

手帳の配布を行う。 

0 

 

子育てハンドブックと祖

父母手帳を子育て支援セ

ンター等や出生届出の際

に配布した。 

0 子育て支援

課 



- 9 - 
 

14 男女が共に

参画する能

力アップの

取り組み

（育児） 

男女が共に子どもの読書活

動に参画し、育児能力の向上

を図る。 

【事業計画】 

ブックステップ事業（３歳児

健診時の絵本読み聞かせ、３

歳児及び４歳児への絵本の

配布） 

えほんフェスティバルの開

催 

1,072 男女が共に子どもの読書

活動に参画し、育児能力

の向上を図る。 

・ブックステップ事業 

（３歳健診時の絵本読み

聞かせの通常開催、３歳

児・４歳児への絵本配付） 

・えほんフェスティバル

（岩代図書館で通常開

催） 

569 生涯学習課 

15 男女が共に

参画する能

力アップ実

践講座（介

護） 

男女が共に参画し、介護能力

の向上を図る。 

【事業計画】 

１ 家族介護教室の開催 

２ 認知症サポーター養成講

座の開催 

214 

 

 

 

 

１ 家族介護教室の開催 

・地域包括支援センター

において 3 回実施（延 76

名参加） 

２認知症サポーター養成

講座の開催 

・学生や企業等に対し 14

回実施（延 236 名参加） 

98 

 

 

 

 

高齢福祉課 

 

基本目標Ⅱ あらゆる分野における男女共同参画の推進 

基本方針１ 仕事と生活の調和 

基本方策⑴ 多様なライフスタイルに対応した就業環境の整備 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

16 男性の育

児・介護休

業制度の利

用促進(事

業所向け) 

男性が女性と共に家事・育

児・介護に積極的に参画する

ことによって、女性は働きや

すく、安心して出産と育児が

できるように、男性の育児・

介護休業制度の利用促進啓

発と、各事業所に対し男性が

育児・介護休業制度を取得し

やすい環境の整備について

要請する。 

【事業計画】 

男性の育児・介護休業制度に

ついて周知し、取得促進のた

めの職場環境整備に向けた

0 

 

男性の育児・介護休業制

度について市ウェブサイ

ト等で周知し、取得促進

のための職場環境整備に

向けた啓発活動を行っ

た。 

 

0 商工課 
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啓発活動を行う。 

17 次世代育成

支援推進法

及び女性活

躍推進法に

基づく特定

事業主行動

計画の実施 

母性保護、育児休業、育児休

暇などの各種制度の周知と、

男性職員の育児参画及び女

性職員活躍のための各種施

策の推進を図る。 

１ 女性活躍推進法の施行に

伴い、同法及び次世代育成支

援推進法に基づく一体の特

定事業主行動計画を策定・公

表する。 

２ 母性保護、育児休業、育

児休暇等の各種制度の周知 

３ 男性職員の育児参画、育

児休業取得の促進に係る周

知 

４ 女性職員の人材確保、育

成、職場環境整備等の促進 

0 １ 特定事業主行動計画

【第４次】に基づく取組

を推進するとともに、実

施状況を公表した。 

２～４ 年度当初に全職

員に対し各種休暇制度等

の周知を行った。 

0 人事行政課 

 

基本方策⑵ 育児・介護にかかる社会的支援の拡大 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

18 延長保育等

の促進 

乳児保育、延長保育、一時

保育及び障がい児保育を進

め、働きやすい環境の整備

を推進する。 

【事業計画】 

１ 乳児保育（生後６カ月）

の実施（公立５カ所・私立

１３カ所） 

２ 延長保育の実施 （公立

５カ所・私立１３カ所） 

３ 一時保育の実施 （公立

５カ所・私立７カ所） 

18,937 １ 乳児保育（生後６カ

月）の実施（公立５カ

所・私立１３カ所） 

２ 延長保育の実施 （公

立５カ所・私立１３カ

所） 

３ 一時保育の実施 （公

立５カ所・私立７カ所） 

7,406 

 

子育て支援

課 

19 一時預かり

事業（幼稚

園型） 

幼稚園の教育標準時間後の

時間帯等における保育を実

施することにより、保護者

10,300 １ 公立幼稚園及び公立

認定こども園で実施し

た。（３カ所） 

２私立幼稚園、私立認定

5,551 子育て支援

課 
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の子育てを支援する。 

【事業計画】 

１ 公立幼稚園及び公立認

定こども園で実施 

２ 私立幼稚園及び私立認

定こども園への対象経費補

助 

こども園への対象経費

を補助した。（４カ所） 

20 放課後児童

健全育成事

業 

放課後に保護者が家庭にい

ない世帯の子育てを支援す

るため「学童保育所」を設

置運営する。 

◆二本松地域 

・直営１カ所（二本松北学

童保育所）  

・指定管理者 ８カ所（二本

松南、塩沢、岳下、原瀬、

安達太良、杉田、石井、大

平学童保育所） 

・民間開設 2 カ所 （同朋幼

稚園、アフタースクールま

ゆみ） 

◆安達地域 

・直営５カ所（油井第１・

第２・第３、渋川、川崎学

童保育所） 

・民間開設 １カ所（ふくし

まグリーンキャンパス） 

◆岩代地域 直 営 １カ所 

（岩代学童保育所） 

◆東和地域 直 営 １カ所 

（東和学童保育所） 

144,985 放課後に保護者が家庭

にいない世帯の子育て

を支援するため「学童保

育所」を設置運営した。 

 

◆二本松地域 

・直営１カ所 

・指定管理者 ８カ所 

・民間開設 ２カ所  

※民間１か所新設 

◆安達地域 

・直営５カ所 

・民間開設 １カ所 

◆岩代地域  

直営 １カ所  

◆東和地域  

直営 １カ所 

113,005 子育て支援

課 

21 放課後子ど

も教室推進

事業 

放課後に子どもたちの安

全・安心な居場所を設け、

地域住民やボランティアと

共に学習、スポーツ及び文

化活動等を実施する。 

【事業計画】 

・あだち子ども教室 

・とうわどんぐり教室 

・いわしろ子ども教室 

2,515 

 

子ども達の居場所と、地

域交流と体験活動の場

を提供した。 

・あだち子ども教室 

・とうわどんぐり教室 

・いわしろ子ども教室 

・おおだいら子ども教室 

・すぎた子ども教室 

 

 

1,803 生涯学習課 
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・おおだいら子ども教室 

・すぎた子ども教室 

・いしい子ども教室 

実施回数  112 回 

参加者数延べ 2,808 人 

22 ファミリー

サポートセ

ンター活動

推進事業 

子育て中の家庭が安心して

生活できる環境及び仕事と

育児の両立を支援し、安心

して働くことができる環境

を整備して児童福祉の向上

を図る。 

【事業計画】 

地域における子育て支援活

動を支援するため、ファミ

リーサポートセンター運営

に要する経費の一部を助成

する。 

6,309 ファミリーサポートセ

ンター運営に要する経

費の一部を助成した。 

6,309 こども家庭

課 

23 待機児童解

消対策事業 

令和５年度において民間事

業者への施設整備補助予定

なし。 

0 認可保育所が新設され、

待機児童解消へつなが

った。 

0 子育て支援

課 

24 保育所保育

料助成事業 

子育て支援のため保育所、

こども園保育料及び副食費

の無料化、一部助成を行い、

子育て世帯の経済的負担の

軽減を図るとともに、子育

て世帯の市外からの流入、

定着を促す。 

27,822 保育所、こども園及び幼

稚園保育料の無料化、一

部助成を行い、子育て世

帯の経済的負担の軽減

を行った。 

19,079 子育て支援

課 

25 子ども医療

費助成事業 

子育て支援の一環として、

出生から18歳までの子ども

の医療費の一部負担金等を

助成し、子育て家庭の医療

費負担の軽減を図る。 

【事業計画】 

出生から18歳までの子ども

の医療費の一部負担金及び

食事療養費定額負担分を助

成する。 

235,131 

 

１ 子ども医療費助成   

（198,399 千円) 

２ 用紙印刷等事務費 

（24 千円) 

３ 審査支払業務等委

託料       

(5,207 千円) 

４ 国保会計繰出金         

(25,248 千円) 

228,878 国保年金課 
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26 高齢者福祉

サービス 

介護者の負担を軽減するた

め、高齢者福祉サービスの

利用推進を図る。 

 

【事業計画】 

１ 配食サービス 

２ 案内パンフレットの作

成 

３ 地域包括支援センター

の活用（家族に対する指導、

助言、サービス申請の受付） 

128,990 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 配食サービス 

  10,565 食 

２ 案内パンフレット

の作成 1,200 部 

３ 地域包括支援セン

ターの活用（家族に対す

る指導、助言、サービス

申請の受付） 

・市内 6 日常生活圏域に

地域包括支援センター

を設置し、8,085 件の相

談対応を行った。 

128,842 高齢福祉課 

27 障がい者福

祉サービス 

介護者の負担を軽減するた

め、障がい福祉サービスの

利用促進を図る。 

【事業計画】 

・障がい福祉サービス（介

護給付・訓練等給付サービ

ス） 

・障がい児給付事業（児童

発達支援・放課後等デイサ

ービス） 

・地域生活支援事業 

・自立支援医療 

・補装具費の支給 

・在宅介護者支援事業（介

護者激励金の支給） 

・広報にほんまつへの記事

掲載による周知 

 

1,329,360 

 

 

 

障がいの種別に関わら

ず、障がい者が日常生活

において求める介護給

付サービス・訓練等給付

サービスについて障が

い者個々に支援を行っ

た。 

○障がい福祉サービス 

(介護給付)(535,489 千

円) 

(訓練等給付 516,406 千

円) 

○障がい児給付事業 

(258,838 千円) 

○自立支援医療 

(25,659 千円) 

○補装具費の支給 

(10,718 千円) 

○地域生活支援事業 

(22,500 千円) 

○在宅介護者支援事業 

(介護者激励金の支給)

（365 千円） 

○広報にほんまつへの

記事掲載による周知 

1,369,975 

 

福祉課 

 

28 多様な形態

の家庭への

障がい者及び障がい児が有

する能力及び適性に応じ、

704 

 

聴覚障がい者・児の意思

疎通を援助する手話通

564 福祉課 
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支援（手話

通訳関係） 

自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよ

う、地域の特性や利用者の

状況に応じた支援を行う。 

 

【事業計画】 

聴覚障がい者・児の意思疎

通を援助する手話通訳の養

成、支援を行う。 

・手話通訳者研修会の開催 

・手話奉仕員養成講座の開

催 

・手話講習会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訳者の養成、支援を行っ

た。 

○手話通訳者研修会の

開催(37 千円) 

○手話奉仕員養成講座

の開催(317 千円) 

○手話講習会の開催 

(210 千円) 

29 多様な形態

の家庭への

支援（ひと

り親家庭医

療費助成事

業） 

ひとり親家庭の福祉増進の

ため、医療費の一部を助成

する。 

【事業計画】 

ひとり親家庭の医療費の一

部を助成 

6,924 ひとり親家庭の医療費

の一部を助成した。 

・支給件数 2,135 件 

 

6,946 子育て支援

課 

30 男女の「出

会いの場」

を設ける事

業 

結婚の意思・子どもをもち

たい希望がありながら、相

手にめぐり合えない独身の

男女を支援するため、「出会

いの場」を設け、結婚推進

を図る。 

【事業計画】 

・婚活イベントの実施 

・事前講習会の実施 

・成果検証の実施 

3,500 ・婚活イベントの実施 

６回 

・参加者 111 名 

・カップル成立数 

 20 組（36.0%） 

 

3,284 子育て支援

課 

31 結婚お世話

役 

少子化対策の一環として、

結婚お世話役を設置し、市

内に居住する結婚希望者の

結婚推進を図る。 

【事業計画】 

・研修会、結婚お世話役情

報交換会及びお世話役の集

736 ・結婚お世話役 11 名 

・希望登録者 61 名 

・活動実績 

 情報交換会 2 回    

 お世話役の集い 3 回 

 成婚実績 0 組 

214 子育て支援

課 
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いの実施 

 

基本方策⑶ 職場における男女平等の実現 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

32 地域子育

て支援セ

ンターの

運営 

子育ての不安や悩みについ

ての相談や指導、育児講座の

開催などを行う「地域子育て

支援センター」を運営する。

また、民間の子育て支援セン

ターに対し補助を行う。 

【事業計画】 

子育て支援センター事業 

（５カ所：二本松地域、安達

地域（民設）、岩代地域小浜、

岩代地域新殿・旭、東和地域） 

１ 育児相談の実施 

２ 子育てサークルの育成 

３ 保育資源の情報提供 

４ 親子教室の開催 

５ 育児の広場の開催 

６ 育児セミナーの開催 

※ センター間の情報交換 

21,891 公営の子育て支援センタ

ーを運営するとともに、

民営の子育て支援センタ

ーに対して運営補助を実

施した。 

・年間来所者数 

 39,365 人 

21,282 こども家庭

課 

33 労働に関

する女性

の基本的

権利の広

報・啓発 

市広報紙に男女雇用機会均

等法等について掲載し法律

の理解促進を図るとともに、

雇用の場における女性に対

する差別の禁止、妊娠・出産

を理由とする解雇の禁止、セ

クシュアル・ハラスメントの

防止、産前産後休業、母性健

康管理などの労動条件を定

めた「男女雇用機会均等法」

の啓発を進める。 

【事業計画】 

１ 男女雇用機会均等法の

ポイントやあらましについ

て周知し、法律の理解促進を

0 

 

１ 男女雇用機会均等法

のポイントやあらましに

ついて周知し、法律の理

解促進を図った。 

２ 職場における女性の

働く権利保護のため、男

女雇用機会均等法のポイ

ントやあらましについて

啓発活動を行った。 

0 

 

商工課 
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図る。 

２ 職場における女性の働

く権利保護のため、男女雇用

機会均等法のポイントやあ

らましについて啓発活動を

行う。 

 

基本方針２ 女性人材の育成と経済的な地位の向上 

基本方策⑴ あらゆる分野に参画し責任を担うことのできる女性人材の育成 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

34 女性指導者

の育成 

福島県主催の各種事業等へ

の参加を促し、女性指導者の

育成に努める。 

【事業計画】 

二本松市婦人団体連合会の

リーダー育成や男女共同参

画形成に関する学習のため

に補助金を交付する。 

280 

 

リーダー育成や、女性が

輝く社会づくりのため

の男女共同参画形成に

関する活動を行う二本

松市婦人団体連合会に

対して補助金を交付し

た。 

280 生涯学習課 

35 女性学級等

の開催 

女性学級や市民大学セミナ

ー等において社会的性別（ジ

ェンダー）及び女性のエンパ

ワーメントを高めるための

学習を行う。 

【事業計画】女性自らが学習

することで資質や能力の向

上を図り豊かなライフワー

クの創造を促進する。 

1,187 

 

女性自らが学習するこ

とで資質や能力の向上

を図り豊かなライフワ

ークの創造を促進した。 

・女性学級開催 

 109 回 

624 生涯学習課 

36 事業所等人

材育成補助 

市内事業所等の優秀な人材

の育成・確保を促進するため

に、研修受講費の一部を補助

する。 

 

1,000 

 

市内事業所等の優秀な

人材の育成・確保を促進

するために、研修受講費

または開催費の一部を

補助した。 

実績８件、１５名（うち

女性受講者２名） 

296 商工課 
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基本方策⑵ 女性の労働に対する適正な評価と支援 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

37 自営業就業

女性の労働

条件改善と

団体育成 

自営業女性就労者の労動条

件を改善するための啓発と

女性団体の育成を行う。 

【事業計画】 

二本松商工会議所及びあだ

たら商工会等と連携し、啓発

活動等に努める。 

0 

 

二本松商工会議所及び

あだたら商工会等と連

携を図りながら、必要に

応じた啓発活動に努め

た。 

0 商工課 

38 農業就業女

性の労働条

件改善と団

体育成 

「家族経営協定」の推進を含

め、農業女性就労者の労動条

件を改善するための啓発と

女性団体の育成を行う。 

【事業計画】 

農家世帯の女性の労働条件

改善のための各種研修、意見

交換、交流事業を推進すると

ともに、農産物加工品等の販

売等の支援を通じ、経済的自

立を支援するため、生活研究

グループ及び農業女子団体

の活動に対して、引き続き活

動助成、事業支援を行う。 

120 

 

農家世帯の女性の労働

条件改善のための各種

研修、意見交換、交流事

業を推進するとともに、

農産物加工品等の販売

等の支援を通じ、経済的

自立を支援するため、生

活研究グループの活動

に対して、引き続き活動

助成、事業支援を行っ

た。 

12 農業振興課 

39 農村女性の

地位向上支

援 

家族経営協定の推進により、

家庭内職場での経営改善計

画策定の話し合いへの参画

機会を確保し、農業経営への

女性の参画を促進する。ま

た、生活改善等各種研修機会

の提供や活動の支援を行う。 

【事業計画】 

認定農業者の共同申請を推

進するため、既認定者のうち

夫婦協働世帯について、共同

申請への変更を推奨する。ま

た、5 年の認定満了時の再認

0 

 

認定農業者の共同申請

を推進するため、既認定

者のうち夫婦協働世帯

について、共同申請への

変更を推奨した。 

また、5 年の認定満了時

の再認定申請にあたっ

ては、可能な限り、共同

申請への移行を推奨し、

家族経営協定に関する

パンフレットを配布す

ることで周知を行った。 

0 農業振興課 
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定申請にあたっては、可能な

限り、共同申請への移行を推

奨する。各種研修会への参加

など、情報の提供に努める。 

・パンフレットによる周知活

動 

・県家族経営協定セミナー 

参加周知 

 

基本方策⑶ 女性の経済的自立の促進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

40 女性の就業

相談会、求

人情報の提

供 

女性の就業機会を拡大する

ため、関係機関と連携し就業

相談会や求人に関する情報

の提供を行う。 

【事業計画】 

ハローワーク二本松と連携

し、求人に関する情報の提供

（毎週発行）を行う。 

0 

 

ハローワーク二本松と

連携し、求人に関する情

報の提供（毎週発行）を

行った。 

求人情報５１回発行 

0 

 

商工課 

 

基本方針３ 意思決定過程における女性の参画の推進 

基本方策⑴ 公的分野における女性の参画の促進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

41 女性委員の

登用促進 

市の行政審議会、委員会等に

おける女性委員の構成比率

30％以上を目標に、庁内への

取り組み要請を行う。 

【事業計画】 

庁内への取り組み要請。現状

を公開し、次期改選時期にお

いて改善を要請する。 

0 市の行政審議会、委員会

等における女性委員の

構成比率 30％以上を目

標に、庁内で取組み要請

を行った。 

0 各 課 

42 広聴制度の

利用促進 

【事業計画】 

機会を捉えて男女共同参画

の趣旨を踏まえ広聴制度を

周知し、より一層意見・提言

0 男女共同参画の趣旨を

踏まえ広聴制度を周知

し、より一層女性からの

意見・提言が提出される

0 秘書政策課 
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が提出されるように利用促

進を図る。 

よう利用促進を図った。 

43 女性職員の

採用と登用

促進 

市職員の採用にあたっては、

男女の機会の均等を確保す

る。また、女性職員の職域拡

大及び能力開発に配慮し、管

理職への登用を促進する。 

１ 市職員採用に係る男女機

会均等の確保 

２ 女性職員の職域拡大の検

討 

３ 研修等を活用した女性職

員の能力開発 

４ 女性職員の管理職への登

用 

0 １ 職員採用試験にあ

たっては、男女の別なく

門戸を開いている。 

女性２１名（男女計３０

名・任期付職員含む。）

を採用した。 

２ 女性職員の職域に

ついては、定期人事異動

の際、男女間の業務交流

に努めた。 

３ 男女の区別なく研

修等を行っている。 

４ 女性職員を管理職

へ登用（部長職１人、部

長相当職１人、課長７

人、出先機関の長等１１

人）している。 

0 人事行政課 

 

基本方策⑵ 企業、団体、地域等における女性の参画の推進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

44 組織・団体

のトップへ

の女性の登

用 

男女共同参画社会の形成に

向け、ＰＴＡ・保護者会・行

政区を含め、可能な限り組

織・団体のトップへの女性の

登用の機運を醸成する。【事

業計画】 

市ウェブサイトへ記事を掲

載し、各種組織・団体のトッ

プへの女性の登用を推進す

る。 

0 ＰＴＡ・保護者会・行政

区等における女性委員

の構成比率 30％を目標

に、庁内で取組み要請を  

行った。 

0 各 課 

45 女性登用促

進のための

啓発活動推

進 

企業・事業所において女性の

管理・監督者への登用を促進

するための啓発活動を推進

する。 

【事業計画】 

0 

 

企業・事業所において女

性の管理・監督者への登

用を促進するための啓

発活動を推進した。 

0 

 

商工課 
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企業・事業所において女性の

管理・監督者への登用を促進

するための啓発活動を推進

する。 

46 地域活動の

意思決定過

程への女性

の参画促進

啓発 

女性や子ども・高齢者にとっ

て、より安全で住み良い地域

社会づくりを進めるため、自

治会、防犯、防災等あらゆる

分野における地域活動の意

思決定の場への女性の参画

を促進する。 

【事業計画】 

市ウェブサイトでの啓発 

0 市の行政審議会、委員会

等における女性委員の

構成比率 30％以上を目

標に、庁内で取組み要請

を行った。 

 

0 

 

秘書政策課 

 

基本方針４ 国際社会における男女共同参画の推進 

基本方策⑴ 国際人権規範等の取入れと国際交流・協力の推進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

47 海外派遣事

業 

国際理解と広い視野に立っ

た判断力を培い、地域社会に

おいて積極的に活動のでき

る人材を育成するため、市民

を海外に派遣する。 

【事業計画】 

令和５年度「市民の翼」派遣

事業中止 

16 新型コロナウイルス感

染症の影響により中止。 

0 秘書政策課 

48 国際留学金

支給事業 

国際相互理解と国際友好を

促し、将来、国際的な視野に

立ち活躍する人材の育成と

国際交流の推進に寄与する

ことを目的とし、海外に留学

する若者に国際留学奨学金

を支給する。 

【事業計画】 

イエール大学、ダートマス大

学へ留学する 25 歳未満の方

1,500 実績なし。 0 秘書政策課 
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へ奨学金を支給 

・長期留学（科目履修等） 

・短期留学（語学クラス等） 

 

基本方策⑵ 国際化に対応した暮らしやすい環境づくり 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

49 定住外国人

支援事業 

誰もが地域で必要な支援を

受け、自立した生活が営める

環境整備として、定住外国人

支援ガイドブックの配布等

を行い、定住外国人の支援を

図る。 

【事業計画】 

定住外国人支援ガイドブッ

クの配布 

0 

 

定住外国人支援ガイド

ブック（英語版・中国語

版）の配布を行った。 

0 秘書政策課 

50 インバウン

ド誘客促進

事業 

台湾をはじめ海外からの誘

客を推進するため、情報の発

信と受入体制の整備を図る。 

１ 多言語対応のウェブサイ

トやガイドマップシステ

ム導入 

２ 多言語対応パンフレット

（英語・簡体語・繁体語・

ベトナム語等） 

※簡体語：主に中国本土

で使用、繁体語：主に

台湾で使用 

1,000 台湾をはじめ海外から

の誘客を推進するため、

情報の発信と受入体制

の整備を図った 

１ 多言語対応のウェブ

サイトやガイドマッ

プシステム導入 

２ 多言語対応パンフレ

ット（英語・簡体語・

繁体語・ベトナム語

等） 

※簡体語：主に中国本

土で使用、繁体語：主に

台湾で使用  

600 観光課 

 

基本目標Ⅲ 安心・安全で健やかな暮らしの実現 

基本方針１ 男女間におけるあらゆる暴力の根絶 

基本方策⑴ 男女間における暴力の根絶に向けた取り組みの推進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

51 男女間にお

ける暴力の

「配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する

0 配偶者からのＤＶや高

齢者への虐待を未然に

0 福祉課 
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根絶に向け

た啓発 

法律」(配偶者暴力防止法)

や DV 防止に関する広報・啓

発を行う。また、高齢者への

虐待防止の啓発活動を行う。 

【事業計画】 

１ 市広報紙による広報 

２ 市ウェブサイトによる

広報 

３ 関係機関との連携 

防ぐため、民生児童委員

協議会の定例会及び会

長会において周知を図

り、これらの暴力根絶に

向けた啓発活動を行っ

た。 

52 男女間にお

ける暴力の

根絶に向け

た啓発 

配偶者暴力防止法や DV 防止

に関する広報・啓発を行うと

ともに、関係機関が連携した

支援を行う。 

【事業計画】 

１ 市広報紙による広報 

２ 市ウェブサイトによる

広報 

３ 関係機関との連携 

0 配偶者暴力防止法や DV

防止に関するポスター

等の掲示を行った。

  

０ こども家庭課 

53 男女間にお

ける暴力の

根絶に向け

た啓発 

配偶者暴力防止法や DV 防止

に関する広報・啓発を行うと

ともに、国連が定めた「女性

に対する暴力撤廃国際日」

（11 月 25 日）に連動した国

の「女性に対する暴力をなく

す運動」期間において実施す

る。また、高齢者への虐待防

止の啓発活動を行う。 

【事業計画】 

１ 市広報紙による広報 

２ 市ウェブサイトによる

広報 

３ 関係機関との連携 

187 

 

・高齢者虐待防止ネット

ワーク連絡会議（２回） 

・高齢者虐待防止講演会 

・高齢者虐待に関する通

報や届出は 18 件。事実

確認の情報を基にコア

メンバー会議等を開催

した。 

 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢福祉課 

 

54 セクシュア

ル・ハラス

メント防止

の啓発 

セクシュアル・ハラスメント

は、対象となった個人の名誉

や尊厳を不当に傷つけ、人権

を侵害するものである。ま

た、能力発揮を妨げるととも

0  市広報紙への相談窓

口、相談期間等の掲載を

行った。 

0 生活環境課 
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に、日常生活への深刻な影響

を与えるものであり、社会的

に許されない行為であるこ

とから、防止に向けた広報・

啓発を行う。 

【事業計画】 

防止に向けた広報・啓発を行

う。 

55 性暴力等の

防止活動 

セクシュアル・ハラスメント

が犯罪であることを再認識

するよう広報活動を展開す

る。また、関係機関との連携

を図りその防止に努める。な

お、人権擁護委員に積極的に

女性を推薦し女性が相談し

やすい体制を整える。 

【事業計画】 

１ 市広報紙に、人権擁護委

員の活動、仕事を掲載 

２ 広報等によるセクシュア

ル・ハラスメント防止活動 

３ 人権啓発活動の推進、人

権相談所、行政相談所の開設 

569 １ 市広報紙に、人権擁

護委員の活動、仕事を掲

載した。 

２ 市庁舎への啓発ポ

スターの掲示等をする

ことにより啓発を行っ

た。 

３ 人権啓発活動の推

進、人権相談所、行政相

談所を開設した。 

（４１１千円） 

411 

 

生活環境課 

56 性犯罪・売

買春防止の

ための防犯

活動促進 

市広報紙への啓発記事の掲

載、地域安全パトロール隊や

少年センター補導委員等に

よる防犯啓発活動、市内巡回

パトロールなどによりその

防止に努める。 

【事業計画】 

１ 補導委員等による地域安

全パトロール（毎週２～３回 

夜間巡回パトロール） 

２ ピンクビラ等除去活動 

一戸一灯防犯活動 

３ 市広報紙への防犯啓発記

424 

602 

１ 地域安全パトロー

ルを実施した。（毎週２

～３回 夜間巡回パト

ロール）（４２４千円） 

２ ピンクビラ等除去

活動及び一戸一灯防犯

活動を実施した。 

３ 市広報紙への防犯

啓発記事掲載を行った。 

 

少年センター補導委員

等による地域パトロー

ルを実施した。 

・地域補導 ３３回 

424 

226 

生活環境課 

生涯学習課 
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事掲載 ・定期・特別補導 

１０回  

・白ポスト回収１回 

57 相談体制の

充実（人権） 

人権擁護委員等関係機関と

の連携を密にし、相談体制の

充実を図る。 

【事業計画】 

人権擁護委員と連携した相

談活動の実施 

0  相談会場や必要な資

材の確保、関係機関との

調整を行うとともに、市

へ相談に来られた方に

常設、特設人権相談窓口

への案内を行った。 

0 生活環境課 

58 相談体制の

充実（民生

委員・児童

委員） 

民生委員・児童委員と連携し

た相談活動を実施する。 

【事業計画】 

民生委員・児童委員と連携し

た相談活動の実施 

5,514 民生委員・児童委員と連

携し支援を行うことに

より、相談体制の充実に

努めた。 

5,463 福祉課 

59 相談体制の

充実(家庭

児童相談

員) 

福島県男女共生センター相

談室、児童委員、家庭児童相

談員等関係機関との連携 

【事業計画】 

家庭児童相談員と連携した

相談活動の実施 

161 相談件数 3,747 件 163 こども家庭課 

 

基本方針２ 生涯を通じた男女の健康支援 

基本方策⑴ 性と生殖に関する健康・権利の増進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

60 「性と生殖

に関する健

康・権利」

の理解促進 

男性も女性もお互いの性を

理解し、尊重し合える社会の

形成と、子どもを産む、産ま

ない、産む間隔などの家族計

画について、女性が自発的に

決めることができる権利の

社会的理解を促進するため

の広報を行う。また、安心し

て出産と育児をするため、新

しく父親母親になる方を対

象にした両親学級を開催す

10,162 

 

1 両親学級 

「一般コース」 

パートナーが参加しや

すいように日曜日に開

催し、妊婦 76 名、パー

トナー56 名参加。 

「ようこそ赤ちゃんコ

ース（妊娠後期）」 

妊婦 28 名、パートナー

11 名参加。 

「ふたご交流会コース」 

3,854 

 

こども家庭

課 
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る。なお、出産後には家庭訪

問による家族計画等の指導

を行う。 

１ 両親学級の開催 

２ 出産後の家庭訪問実施 

３ 育児不安に悩む保護者へ

の支援 

４ 不妊に悩む夫婦で、特定

不妊治療を行った方に対

し、治療費の補助を行う。 

５ 産後ケア事業 

６ 子育て支援アプリの配信 

経産婦 5 名、パートナー

3 名、祖父母 2 名参加。 

2 出産後の家庭訪問 

訪問実施率 100％ 

3 育児不安に悩む保護

者への支援を訪問、電

話、来所相談等で行っ

た。 

4 不妊治療費助成 

30 件 

5 産後ケア事業 

 日帰りケア 25 件 

 訪問ケア  30 件 

宿泊ケア  16 件 

6 子育て支援アプリ配

信 

61 生徒指導力

の向上及び

性教育の推

進 

市内各中学校２学年を対象

として、産婦人科医による性

教育教室を実施し、男女が互

いの性を尊重できるよう人

間教育を行う。 

【事業計画】 

産婦人科医による性教育教

室の実施 

140 ・安達医師会の協力を得

ながら、市内中学２年生

を対象に、性に関する指

導を実施し、性を正しく

理解し、相手の立場を尊

重した異性との望まし

い接し方について考え、

性的な発達に対応した

適切な行動がとれる態

度の育成に努めた。 

140 学校教育課 

 

基本方策⑵ 生涯を通じた母性の健康保持・増進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

62 妊婦健康診

査事業 

妊婦に対して健康診査費を

補助することにより、妊婦が

安全に安心して出産ができ

るよう支援する。 

【事業計画】 

妊婦健康診査費用の助成（１

人あたり 15 回分）及び産後

２週間健診、産後１か月健診

の実施 

44,434 1 妊婦健康診査費用、産

後 2週間及び 1か月健康

診査の助成 

 3,010 件 

2 抗 Dヒト免疫グロブリ

ン接種補助 2 件 

28,123 

 

こども家庭

課 
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63 不妊治療費

助成事業 

特定不妊治療、一般不妊治療

に係る費用補助を行うとと

もに、不妊に関する相談・啓

発等を実施する。 

【事業計画】 

１ 不妊治療助成 

２ 不妊相談 

３ 啓発活動 

7,756 1 一般不妊治療費助成 

 30 件 

2 不妊相談 2 組 4 名 

3 啓発活動：婚姻届出時

にパンフレット配付 

2,097 

 

こども家庭

課 

64 出産時交通

費助成事業 

市内において分娩ができる

施設がないことから、出産時

に医療機関までの移動にか

かる経費を助成することに

より、安心して妊娠出産がで

きるよう支援を行う。 

【事業計画】 

出産時の緊急用タクシー 

1,000 1 出産のために医療機

関入院及び退院時のタ

クシー助成   7 件 

2 タクシーを利用しな

かった場合の燃料代助

成    271 件  

328 

 

こども家庭

課 

65 産後ケア事

業 

出産後の産婦の身体的な回

復の支援、乳児の状況に応じ

た育児支援、育児に対する不

安のある産婦の心理的支援

のために助産師が施設での

宿泊ケアや日帰りケア、また

は訪問による訪問ケアを実

施する。 

１ 対象 下記のすべてに当

てはまる産婦と原則 1 歳未

満の乳児 

⑴市民 

⑵産婦の体調不良や育児不

安等がある 

⑶医療行為が必要でない方 

２ 利用期間 

宿泊ケア事業 7 日以内 

日帰りケア事業と訪問ケア

事業はあわせて 7 日以内 

2,851 

 

日帰りケア 25 件 

訪問ケア  30 件 

宿泊ケア  16 件 

 

1,441 

 

 

こども家庭

課 
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66 子育て支援

アプリ事業 

核家族化や地域コミュニテ

ィの希薄化により子育て家

庭を取り巻く環境は変化し、

孤立による育児不安や負担

感が大きくなっている。この

ため、メールにより切れ目の

無い育児情報や母親のメン

タルヘルスに関する情報を

届けることで、母親の心に寄

り添い、育児不安、産後うつ、

乳幼児虐待などの予防・解消

に努める。 

【事業計画】 

１ 配信対象 妊娠初期から

3 歳の誕生日まで 

２ 配信回数 

⑴妊娠期（妊娠４週０日から

41 週６日まで）：毎日 

⑵出産後（３歳誕生日まで） 

①100 日目まで：毎日 

②１歳時：３日ごと 

③２歳時：週１回程度 

④３歳時：月２回程度 

0 

 

妊娠届出時、乳幼児健

診、健康相談時に周知を

行った。 

 

アプリ登録者数 

1,363 名 

0 

 

こども家庭

課 

67 出産・子育

て応援事業 

安心して出産・子育てができ

るよう面談等で必要な支援

につなぐ伴走型支援と併せ

て妊娠届出や出生届出後に

経済的支援として出産・子育

て応援給付金を支給する。 

出産応援給付金（妊娠届出

後） ５万円 

子育て応援給付金（出産後）  

５万円 

22,500 

 

 

妊娠から出産・子育てま

で面談等を行いながら

一貫した「伴走型相談支

援」と併せて、経済的支

援として妊娠届出時及

び出産後に 5万円の給付

を行った。 

出産応援給付金  

212 名 

子育て応援給付金 

209 名 

21,100 

 

こども家庭

課 

68 子育てヘル

プ応援事業 

妊娠期又は出産後において、

核家族等で必要な家事支援

を受けにくい妊産婦に家事

148 妊娠中から産後 6か月未

満の方を対象に家事ヘ

ルパーを派遣した。 

158 

 

こども家庭

課 
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ヘルパーを派遣し、子育てし

やすい環境を整える。 

利用者 6 名 

延べ利用回数 42 回 

 

基本方針３ 男女共同参画の視点に立った防災対策 

基本方策⑴ 防災分野における男女共同参画の推進 

整理
番号 

事業名 事業計画（Ｒ５） 
予算額 

（千円） 
事業報告（Ｒ５） 

決算額 

（千円） 
担当課 

69 女性防火ク

ラブの育

成・強化と

女性消防団

員の防災へ

の参画推進 

女性防火クラブが地域に密

着して迅速かつ的確な災害

応急活動を行えるよう、日頃

から防災知識の普及啓発や

防災訓練等を実施する。ま

た、女性消防団員を募集し、

消防団・消防署が行う主要行

事への参加、火災・防災に対

する啓発・広報活動などでの

活躍を推進することで、防災

等への女性の参画を推進す

る。 

613 「家庭から火を出さな

い、火災のない安全・安

心な地域づくり」を担っ

て頂く女性防火クラブ

役員に、地域の防災訓練

などに参加いただくと

ともに、各地域で火災・

防災に対する啓発・広報

活動を行っていただい

た。 

560 

 

生活環境課 

70 女性団体等

の防災・復

興への参画

推進 

防災・復興に関し、意思決定

の場において女性団体等と

の連携を図るとともに、女性

の参画を推進する。 

186  二本松市国民保護協

議会には、市女性防火ク

ラブ会長、二本松市防災

会議には、市女性防火ク

ラブ会長、市婦人団体連

合会長、赤十字団体連合

会長の４地区委員長を

構成委員としている。

（令和５年度は会議開

催無し。） 

0 生活環境課 
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成果指標一覧 

基本 

目標 
評価指標 

現状値 

（令和２年度） 

実績値 

（令和５年度） 

目標値 

(令和８年度) 

Ⅰ
男
女
共
同
参
画
社
会
に
向
け
た
意

識
の
向
上 

１ 両親学級参加者数 48 人 76 人 100 人 

２ 子育て支援センター（育児教室等）利用者数   21,046 人 39,365 人 25,000 人 

３ 認知症サポーター数 77 人 236 人 100 人 

４ 

"性的少数者についての認知度 

（〝性的少数者″という言葉を聞いたことが

あり、意味も知っていると答えた人の割合）" 

59％ - 70％ 

Ⅱ
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る 

女
性
の
活
躍 

１ 市男性職員の育児休業取得率 8.33％ 66.67％ 20％ 

２ 市職員の女性管理職の割合 20.4％ 15.2％ 30％ 

３ 審議会等における女性委員の登用状況 24.3％ 23.1％ 30％ 

４ 事業所等人材育成研修女性受講割合 27.90％ 13.33％ 35％ 

５ 待機児童の解消 24 人 0 人 0 人 

６ 出会いの場の提供 年１回 年５回 年６回 

７ お世話役による成婚 年１組 年０組 年３組 

８ 合計特殊出生率（ベイズ推定値）＊ 1.42 - 1.71 

Ⅲ
安
心
・
安
全
で
健
や
か
な 

暮
ら
し
の
実
現 

１ 
自分または周りの人が DV 被害の経験がある人

の割合 
22％ - 17％ 

２ 
DV 相談件数 

（福島県男女共生センター） 

74 件 

（令和元年度） 
73 件 

※モニタリン

グ指標 

３ 妊婦検診受診率 99.66％ 100％ 100％ 

４ 乳がん検診受診率 26.75％ 33.9％ 45.00％ 

５ 子宮がん検診受診率 32.49％ 43.2％ 40.00％ 

６ 女性の消防団員の人数 ４人 ３人 ８人 

※モニタリング指標：年度ごとの状況を示す指標 

 


